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概要（Executive Summary） 

 

研究の背景・目的 

 東日本大震災による原子力発電所の事故を受け、わが国では原子力発電から火力発電へ

の代替が進む一方、火力発電による環境負荷の増大が懸念されている。また、今後は太陽

光や風力などの自然エネルギーによる発電が増加すると予想されているが、それらは供給

量の予測が困難である。このような状況において、需要側における電力消費量の調整が重

要性を増している。 

 電力需要量の調整を有効に実施する手段として、近年注目を集めているのがスマートメ

ーターである。スマートメーターは企業や家庭を始めとする電力需要家の電力使用量をリ

アルタイムで計測し、その記録を各需要家に伝達することができる。また、スマートメー

ターにより各時点の電力使用量に合わせて、電力価格を変動させることも可能となる。そ

して、電力使用量及び電力価格の情報を受け取った需要家は需要行動を変え、ピーク時に

需要を抑制し、オフピークに需要をシフトさせるようになると期待されている。 

 スマートメーターを用いて電力需要量の調整を図る施策は総称してデマンドレスポンス

（DR, Demand Response）プログラムと呼ばれる。本研究では DRプログラムのうち家計を

対象に電気料金の変動を需要抑制のインセンティブとするものを扱い、二酸化炭素（CO2）

排出量削減の経済効果に焦点を当てた費用便益分析を行う。また、家計全体の DRプログラ

ムへの参加率（DR普及率）が結果に与える影響に関しても分析を行う。 

 

分析概要・手法 

 本研究では、対象地域を九州地方に限定し 2016年から 2035年までの 20年間の動向を予

測する。2016年度から九州電力管内の各家庭を対象にスマートメーターの本格導入が進む

予定であり、2023年には全世帯への導入が完了していると仮定する。その上で、DRプログ

ラムを実施すると考える。本研究で設定する DRプログラムは、夏季の気温が 30度を超え

る日に発動するものとし、ピーク時間帯には電力価格が上昇し、その代わりにピーク時に

隣接する時間帯では電力価格が低下するものとする。この DRプログラムへの参加は任意で

あり、スマートメーターを導入した家計からプログラムに参加できると想定する。 

 DRプログラムはスマートメーターの導入に付随するものとし、本研究では DRプログラム

の実施がスマートメーターによる便益の大きさに与える影響を余剰分析の手法を用いて検

証する。DRプログラムは本研究で設定したもの以外にも選択肢は多くあるが、本研究では

DR普及率に注目するため、家計にとって極力参加障壁が低くなるように DRプログラム内の

価格設定を行った。  
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推計結果 

便益 
費用 

  DR普及率 100% DR普及率 50% 

総余剰の変化 -6,650 -3,325 
スマートメーター

導入による費用 
101,645 

外部不経済削減効果 6,702~8,936 3,351~4,468     

スマートメーター 

導入による便益 
137,207 137,207     

          

便益合計 
137,259 

~139,493 

137,233 

~138,350 
費用合計 101,645 

純便益(B-C) 
DR普及率 100% DR普及率 50% 

35,613~37,847 35,587~36,704 

単位：百万円 

 推計結果は上記の費用便益項目表の通りである。DR普及率が 100%の場合も 50%の場合も

純便益は正となったが、DR普及率が 50%と低い場合、100%の時よりも純便益の額が最小で

約 2600万円、最大で約 11億円低くなっていることが分かる。この純便益額の幅は外部不

経済削減効果の推計に用いた CO2排出権取引価格の差によるものである。 

 

結論と今後の課題 

 本研究での重要項目は、DRプログラムによって変動する「総余剰の変化」と「外部不経

済削減効果」（CO2排出量削減効果）である。この 2つの合計値が「社会的余剰の変化」であ

り、これが正となれば DRプログラム実施により純便益額は増加する。「社会的余剰の変化」

を正とするには、DRプログラムにおける適切な価格設定が重要である。また、DR普及率が

高いほど、ピーク時電力需要の抑制による「外部不経済削減効果」の増加を通じて「社会

的余剰の変化」も大きくなる。スマートメーターの導入に掛かる投資回収年数を短縮でき

る可能性も高くなるため、DRプログラム参加奨励政策等により DR普及率の向上を図ること

も必要である。 

 DRプログラムの適切な価格設定と DR普及率の向上は重要な課題であり、現実的な DR普

及率の想定と有効な DRプログラム参加奨励政策の手法は今後検証されるべきである。 
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1 はじめに 

 

 東日本大震災による原子力発電所の事故を受け、わが国では原子力発電から火力発電へ

の代替が進む一方、火力発電による環境負荷の増大が懸念されている。また、今後は太陽

光や風力などの自然エネルギーによる発電が増加すると予想されているが、それらは供給

量の予測が困難である。 

 火力発電による二酸化炭素（CO2）排出量の増加を抑制するためには、昼間のピーク時間

帯に電力需要量を削減し、その他の時間帯に需要をシフトさせることが重要となる。なぜ

なら昼間のピーク時間帯は電力需給が逼迫し、火力発電の中でも特に CO2排出係数の高い石

油火力による電力供給が増加するためである。また、今後太陽光及び風力発電の導入が進

み、電力供給が不安定化する場合に備えるためにも電力需要量の調整は必要である。 

 このような電力需要量の調整を有効に実施する手段として、近年注目を集めているのが

スマートメーターである。スマートメーターは企業や家庭を始めとする電力需要家の電力

使用量をリアルタイムで計測し、その記録を各需要家に伝達することができる。また、ス

マートメーターにより、各時点の電力使用量に合わせて電力価格を変動させることも可能

となる。そして、電力使用量及び電力価格の情報を受け取った需要家は、需要行動を変え、

ピーク時に需要を抑制するようになると期待されている。 

 本研究では、対象地域を九州地方に限定し 2016年から 2035年までの 20年間の家計の動

向を予測する。2016年度から九州電力管内の各家庭を対象にスマートメーターの本格導入

が進む予定であり、2023年には全世帯への導入が完了していると想定されている 1。その上

で、スマートメーターを用いて各家庭の電力需要量の調整を図るデマンドレスポンス（DR, 

Demand Response）プログラムを実施すると考える。本研究では DRプログラムのうち家計

を対象として電気料金を需要抑制のインセンティブとするものを扱い、CO2排出量削減の経

済効果に焦点を当てた費用便益分析を行う。また、家計全体の DRプログラムへの参加率（DR

普及率）が結果に与える影響に関しても分析を行う。DRプログラムは本研究で設定したも

の以外にも選択肢は多くあるが、本研究では DR普及率に注目するため、家計にとって極力

参加障壁が低くなるように DRプログラム内の価格設定を行った。 

 以下、本研究では 2章でスマートメーターと DRプログラムについて概説した後、3章で

分析の枠組みを提示し、4章と 5章で九州地方の家計を対象とした費用及び便益の推計を行

う。6章で費用便益項目表と共にその結果を提示し、7章で結果の考察を行う。そして最後

の 8章の結論部で政策的含意と今後の課題を述べ、本稿の締めくくりとする。 

                         
1 九州電力（2013）「スマートメーターの原価算入について」を参照。 
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2 スマートメーターと DRプログラムについて 

 

2.1 スマートメーターについて 

 スマートメーターとは、電力消費量をデジタルで測定し通信機能を有する電力量計であ

る。測定した電力消費量のデータを電力会社へ送受信することによりリアルタイムで見ら

れるようになることから、電力消費量の「見える化」に貢献するとともに、家電と連携し

て供給状況の最適化を図ることが期待される。平成 26年 4月 1日に施行された省エネ法の

改正にともない、スマートメーター導入と電気の需要の平準化を促す料金メニュー等に関

する計画を作成・公表することが新たに規定されたため、国内の各電力会社はスマートメ

ーターの導入計画を公表している。従来のアナログ機器からスマートメーターに交換する

と、電力会社の検針員がメーターの数値を直接見て記録する作業（検針業務）が不要とな

る。またスマートメーターのサービスは電力会社がリモートで接続・切断できるようにな

るため、かつて契約変更時に必要だった工事（配電業務）を行わなくて済むようになる。 

 

2.2 DRプログラムについて 

 デマンドレスポンス（DR, Demand Response）とは、経済産業省資料によると 2「卸市場

価格の高騰時または系統信頼性の低下時において、電気料金価格の設定またはインセンテ

ィブの支払に応じて、需要家側が電力の使用を抑制するよう電力消費パターンを変化させ

ること」を指す。つまり電気料金や直接制御などを通じて消費者の行動をコントロールす

るものである。DRプログラムは電気料金ベースとインセンティブベースに分かれるが、本

研究で対象としたのは電気料金ベース、とりわけピーク制料金（CPP, Critical Peak Pricing）

である。CPPは、電気事業者が時間帯（又は時間）別に料金を設定することで、割高な料金

が設定された高負荷時に需要を抑制し、割安な料金が設定された低負荷時に需要のシフト

（ピークシフト）を促す枠組みである。2010年度から 5年間４地域（横浜市、豊田市、け

いはんな学研都市、北九州市）で行われたスマートコミュニティ実証実験の中でも、CPPの

ピークカット効果が検証された 3。 

 

                         
2 経済産業省『デマンドレスポンス（Demand Response）について』 
3 北九州市、京都市の事例は Ida et al. (2013)を参照。 



 8 

 

図 1：DRプログラムの種類と例 

 

2.3 九州電力によるスマートメーター導入計画について 

平成 26年４月１日に施行された省エネ法の改正を受けて九州電力もスマートメーター導

入計画を発表 4した。平成 22年度から導入を開始し、平成 24年度までに累計 37万台導入(平

成 24年度は 20万台)を行い、平成 25年度から平成 27年度は毎年 30万台ずつへ導入を拡

大し、平成 28年度以降は年間 80万台以上を導入する予定である。都市部及び一般地域に

ついては 10年後の平成 35年度までに全数スマートメーター化、残る離島・山間地域等に

ついても可能な限り早期のスマートメーター化を図る。 

 同社はスマートメーター導入による変化について大きく３種類に分類している。１つ目

は営業所の業務の改善・効率化で、2.1で述べた検針業務や配電業務の解消などを挙げてい

る。２つ目はサービスの効率化であり、電力使用量の見える化や停電時における個別家庭

の情報把握による早期復旧を掲げる。３つ目は将来の業務効率化とサービス向上として、

太陽光などの分散型電源の負荷発電状況を把握し、その負荷情報を通じた電圧管理適正化

やデマンドレスポンスなどを想定している。 

 本研究では、九州電力の資料 5から家庭向けの低圧スマートメーターの導入率を以下のよ

うに設定した。 

 

年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

導入率 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

  

                         
4 九州電力（2013）「スマートメーターの原価算入について」を参照。 
5 同 p.4を参照。 

インセンティブベース 

・負荷削減への報酬 

・需給調整契約、直接負荷制

御 

 

電気料金ベース 

・時間帯別料金（TOU） 

・ピーク制料金（CPP） 

・リアルタイム料金、など 
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3. 分析の論点及び枠組み 

 

3.1 分析の論点 

 スマートメーターの設置には膨大な初期費用がかかり、その費用を回収するために多く

の年数が必要である。その上、DRプログラムへの参加は個人の選択に任せられており DRプ

ログラムの普及状況の見通しが立たないという問題がある。そこで本研究では九州電力管

内の全家庭における DRプログラムの普及率（DR普及率）に着目し、普及状況について仮想

的に普及率 50%と 100%の２つのケースを設定する。 

 その上で、DRプログラムの実施に関して C02排出量削減効果も含めた余剰分析を行い、

DR普及率の差が社会的余剰の変化分の大きさに与える影響を推計する。その過程で、DRプ

ログラムを極力参加障壁が低いものとするため、適切な価格設定についても考察する。そ

して余剰分析の結果を元に、スマートメーター導入費用を回収するまでの投資回収年数が

DRプログラムを実施する場合と実施しない場合で差が出るか否かを分析する。 

 

3.2 分析の枠組み 

 スマートメーターと DRプログラムは相互に関係がある。DRプログラムを実施するには時

間ごとの電気料金や現在の電力使用量といった情報が必須であるため、スマートメーター

を導入していない世帯は DRプログラムに参加できない。一方でスマートメーターを導入し

た世帯が DRプログラムに参加するか否かは自由である。つまり各世帯の行動として以下の

３パターンが考えられる。 

 

① スマートメーター未導入、DRプログラム不参加 

② スマートメーター導入、DRプログラム不参加 

③ スマートメーター導入、DRプログラム参加 

 

 これを元に、本研究では現状（Withoutケース）と政策代替案（Withケース①、②）を

以下のように設定する。 

 

Withoutケース：スマートメーターが普及せず、DRプログラム実施なし（普及率 0%） 

Withケース①：スマートメーターが普及した上で家計全体の DR普及率 50% 

Withケース②：スマートメーターが普及した上で家計全体の DR普及率 100% 
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 本研究での当事者適格は通常の費用便益分析と同じく国とした。対象は九州電力管内の

全世帯とした。分析の開始年度はスマートメーターの本格導入が開始される 2016年（平成

28年）とした。終了年度については 2035年（平成 47年）とした。社会的割引率は 4%を用

いた。 

 

3.3 費用便益項目 

 本研究では、スマートメーターの導入による直接の便益・費用と DRプログラムの実施に

よる便益を区別して考え、前者は本稿 4章でまとめて推計し、後者は 5章の余剰分析から

求める。そして最後の 6章で前者と後者を合計し、純便益（B-C）を求める。本研究で推計

する項目は以下の表の通りである。 

 

 便益 費用 

スマート

メーター 

・スマートメーター導入による便益 

（検診費用・配電費用の節約効果） 

・スマートメーター導入による費用 

（スマートメーター導入費用、通信

設備他費用、システム開発費、通信

料） 

DRプログ

ラム 

・総余剰の変化 

・外部不経済削減効果 

（CO2排出量削減効果） 

 

 

 項目の作成にあたっては、高山ほか（2011）及び米国の SCE（2007）の費用便益項目表を

参考にした（付録 1を参照）。そこでは DRプログラムの実施費用も含まれているが、予測

と推計が困難であり、結果に与える影響が小さいと考えられるため本研究では除外した。 

 

3.4 本研究で設定する DRプログラム 

 本研究では、2012年に北九州市で行われた実証実験 6を参考に、ピーク時に電力価格を引

き上げる代わりにオフピーク時の電力価格を引き下げるピーク制料金（CPP）の仕組みを用

いたデマンドレスポンス（DR）プログラムを設定した。実験では夏季と冬季が対象となっ

ているが、本研究では簡便化のため対象を夏季（7-9月）に限定し、日中の最高気温が 30

度を超えると予想される日に DRプログラムが発動するものとした。2012年の実験で CPPが

                         
6 Ida et al. (2013) を参照。 
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発動された日数が 40日であったため、本研究で想定する DRプログラムの発動日数も年間

40日とした。 

 ここでは Ida et al.(2013)の例に従い、ピーク時を 13-17時、ピーク時に隣接する時間

帯（ショルダーアワー）を 8-13時と 17-22時、オフピーク時を 22-8時と想定する。本研

究では、夏季の日中の気温が 30度を超える DRプログラム発動日において、ピーク時に電

力価格が 1段階上がる代わりにショルダーアワーの電力価格が 1段階下がるものとした。

この設定の下で DRプログラムに参加する家計は、発動日において 1段階高い電力価格にピ

ーク時の 4時間、1段階低い電力価格にショルダーアワーの 10時間直面することになる。

これによりピーク時に電力消費量が減少し、ショルダーアワーに電力消費量が増加するピ

ークシフト効果が見込まれる。 

 また、ショルダーアワーの電力価格を適切に設定すると、家計が DRプログラムに参加す

る場合としない場合で期待される電気料金の合計をほぼ等しくすることができる（詳細は

本稿 5.4.2で後述）。この時、家計にとって DRプログラムに参加するか否かは無差別とな

り、適切なナッジ 7を与えれば家計が DRプログラムに参加する可能性は高まる。 

 

  

                         
7 行動経済学における概念。人々がより良い選択肢をとるように後押しする働きかけのこと。

本論では詳細に言及しない。 
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4. スマートメーター導入の直接の費用と便益 

 

 九州電力の資料 8によると、スマートメーター導入の直接の費用と便益（資料では「効果」

と記載）の内訳は、以下の表の通りである。資料では 2014 年度の例が示されているため、

参考として数値も引用した。 

 

  九州電力（2013）を元に筆者作成 

 

 また、同資料より 2016年度から 2035年度までの年度ごとの費用及び効果の各項目の合

計金額は以下の通りである。 

 

 

図 2：2016年から 2035年までの各年の費用と効果（九州電力(2013)p.12を元に筆者作成:

年度は平成、単位:億円） 

                         
8九州電力(2013) 「スマートメーターの原価算入について」 p.8を参照。 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

費用 -95 -111 -102 -71 -68 -71 -77 -72 -68 -44 -41 -39 -43 -35 -34 -32 -30 -33 -34 -35

効果 26 38 48 61 74 85 98 110 120 126 127 128 128 129 129 132 134 128 129 129
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 費用については、スマートメーター単価の減少により逓減していくと予想される。効果

については、スマートメーター導入数と比例関係にあることが読み取れる。 

 

図 3：スマートメーター累積導入数と効果の関係 

 

 社会的割引率 4％を用いて、本稿 3.3における「スマートメーターの導入による便益」（2016

年から 2035年までの効果の累積額）と「スマートメーターの導入による費用」（同期間の

費用の累積額）を求めた結果は以下の通りである（詳細は付録 2を参照）。 

 

スマートメーターの導入による便益 スマートメーターの導入による費用 

137,207,604,761 101,645,737,897 

単位：円 
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5. 分析方法 

 

 4章で求めたスマートメーターの直接の費用と便益以外に、本研究では DRプログラム実

施の便益も推計する。DRプログラム実施の便益の分析にはミクロ経済学の余剰分析の枠組

みを用いる。まず、需要曲線（5.1）と供給曲線（5.2）をデータから求め、次に DRプログ

ラムによる CO2排出量削減効果（本研究では「外部不経済削減効果ΔE」）を求める（5.3）。

その上で価格設定（5.4）を行い、余剰分析（5.5）に取り掛かる。 

 

5.1 需要関数の推計 

 本研究では、DRプログラムの実施に伴う需要量の変動によって引き起こされる余剰の変

化を分析する。そのためにはまず電力市場の需要曲線を推定する必要がある。需要曲線は、

線形の逆需要関数の式に、ある時点での価格と数量の組み合わせを代入することで導出で

きる。本研究では江頭ほか（2013）を参考に、春季や秋季など需要の低い時期に対応する

「必須需要」と、夏季など電力需要量が多い「ピーク時」の 2通りの需要曲線を求めた。

本節で順に手法を述べることとする。 

 

5.1.1 需要の価格弾力性 

 谷下（2012）から九州地方の家庭用電力の価格弾力性は 0.58, 0.68という 2つの数値が

出ている。これは分析に使用したデータプールの違いによるものである。本研究ではこの

二つの値の平均である 0.63を価格弾力性として用いた。ここで、需要の価格弾力性と、数

量と価格の一組の組み合わせを選べば、需要曲線を導出することができる。 

 

5.1.2 需要曲線の推計 9 

 必須需要については、数量は 2013年度 1年間の電灯消費量を 365（日）×24（時間）で

除した値を用いて、平均的な 1時間あたりの電灯消費量とした。価格は 2013年度の従量電

灯 Bの 3段階目料金に、燃料費調整額を上乗せした値とした。一方、ピーク時については、

数量は 2013年度 8月の 1時間あたりの最大出力に、販売電力合計に占める電灯消費量の割

合を乗じた値を用いて、1時間あたりの電灯の最大出力としている。価格は、上記の最大出

力を記録した月の従量電灯 Bの 3段階目料金に、その月の燃料費調整額を上乗せした値と

した。価格は必須需要で 20.616円/kWh、ピーク需要で 23.95円/kWhとなった。 

 

                         
9 データは九州電力 HPを参照。 
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5.1.3 必須需要曲線とピーク需要曲線 

 これらを踏まえ、必須需要とピーク時の 2つの需要曲線を描くことができる。なお、全

体需要関数は九州電力管内の全 787万世帯、個別需要関数はそのうちの 1世帯あたりの需

要関数を表したものである。 

 

（１）必須需要曲線 

   ①全体需要関数 

価格＝全体需要量×（-1.00519）×10-5＋53.33981 

   ②個別需要関数 

 価格＝個別需要量×（-79.10858746）＋53.33981 

  

（２）ピーク需要曲線 

   ①全体需要関数 

 価格＝全体需要量×（-6.11795）×10-6＋61.96587 

   ②個別需要関数 

 価格＝個別需要量×（-48.14824109）＋61.96587 

 

 本研究では、擬似的に必須需要曲線をショルダーアワー及びオフピーク時の需要曲線、

ピーク需要曲線を夏季（7-9月）のピーク時の需要曲線として捉え、各需要量の計算を行っ

た（本稿 5.3、5.4で後述）。 

 

5.2  供給関数の推計 

5.2.1 短期限界費用 

 発電コストは変動費用と固定費用とに分けられる。本研究では、金本ほか（2006）の手

法に従い、まず変動費用の大部分を占める燃料費を 1kWhあたりの発電にかかる短期限界費

用（STMC, Short-Term Marginal Cost）と定義する。次に、短期限界費用を以下の式 10から

算出する。 

 

短期限界費用(STMC)（円/kWh）＝
燃料単価（円/t) 

熱量（MJ/kg）×発電効率×（１−所内率）
 

 

                         
10 金本ほか（2006）『政策評価ミクロモデル』p.189を参照。 
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 ここで、1J＝0.278kWh としている。短期限界費用（STMC）は、ベース電源である水力、

原子力、地熱発電で 0円であるとし、石炭火力、LNG火力、石油火力発電に関して上記の式

を用いて計算した。燃料単価は、2014 年度の「財務省貿易統計」に掲載されている燃料費

を輸入数量で除することにより算出した。石炭火力に関しては瀝青炭、LNG火力は LNG、石

油火力は重油の燃料費と輸入数量をそれぞれ用いた 11。熱量と所内率は 2014 年度の「電力

調査統計」の九州電力の項を参照した。発電効率は、2014 年度「電力統計情報」の熱効率

のうちの発電の項を参照した。以上の計算をまとめると、以下の表のようになる。 

 

発電方式 短期限界費用(円/kWh) 

原子力 0 

水力 0 

地熱 0 

石炭火力 3.5 

LNG火力 14.8 

石油火力 16.1 

 

 この他にも風力または太陽光発電、揚水式水力発電が存在するが、前者は供給量が不安

定であり、後者は供給における比重が小さいため、今回の分析対象から除いている。 

 

5.2.2 長期限界費用 

 長期限界費用とは、西野ほか（1979）で提示されている概念である。本研究では、発電

コスト検証ワーキンググループ（2015）の「発電コストレビューシート」を参照し、長期

限界費用（LTMC, Long-Term Marginal Cost）を燃料費に加えて資本費等の固定費用や、燃

料費以外の変動費用 12も含めた 1kWhあたりの限界費用と定義した。そして「発電コストレ

ビューシート」を用いて発電方式ごとに 2014年モデル、2020年モデル、2030年モデルの

発電所を想定した限界費用の値を算出した。限界費用は、風力、太陽光を除く発電方式で

2014年モデルが最小、2030年モデルが最大となっており、本研究ではこの最小から最大ま

での幅を持たせた限界費用の値を長期限界費用とした。  

                         
11 参照する品目コードは江頭ほか（2013）を参考にした。 
12 燃料費以外の変動費用には、政策経費、事故リスク対応費、CO2対策費、運転維持費、追

加的安全対策費が含まれている（発電コスト検証ワーキンググループ（2015）を参照）。 
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発電方式 長期限界費用（円/kWh） 

原子力 10.7~10.9 

水力(一般水力) 12.2 

地熱 17.8 

石炭火力 11.9~14.0 

LNG火力 17.4~18.5 

石油火力 29.1~32.5 

 

 以上をまとめると、九州電力の短期限界費用曲線と長期限界費用曲線は以下の図 4のよ

うに表せる。図 4の長期限界費用曲線では長期限界費用の最大値を使用した。 

 

図 4：九州地方の電力市場における短期限界費用曲線と長期限界費用曲線 

 

 発電順は短期限界費用（STMC）が低い順（メリットオーダー）に原子力、水力、地熱、

石炭火力、LNG火力、石油火力としている。本研究の仮定では、実際は短期限界費用（STMC）

曲線に沿って電力が供給されるが、余剰分析において参照する供給曲線は長期限界費用

（LTMC）曲線であるものとする。 

 また、図 4では太陽光発電と風力発電は除いており、九州電力の供給量 13の限界を超える

部分の供給曲線は垂直としている。ただし本稿 5.5の余剰分析においては、供給量の限界

を超える部分の需要は他の電力会社が石油火力によって発電した電力を融通して賄うと仮

定し、供給曲線は水平であるものとして扱う。 

  

                         
13 各発電方式の最大供給量は九州電力 HPを参照した。 
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5.3  外部性の推計 

 発電方式による程度の差はあれ、発電には外部不経済として二酸化炭素（CO2）の排出を

伴うことが知られている。本節ではスマートメーター導入後の DRプログラムの実施による

CO2排出量削減効果の推計及び評価を行う。 

 

5.3.1 排出権取引価格と発電所ごとの二酸化炭素排出量 

 各発電方式の単位発電量あたりの二酸化炭素排出量 14を以下の表に示す。 

 

発電方式 二酸化炭素排出量(g/kwh) 
原子力 20 
石炭 943 
石油 738 
LNG 599 

LNG（コンバインド発電） 474 
水力 11 
太陽光 38 
風力 25 
地熱 13 

 

 電力価格変化前後の均衡需要量（供給量）の変化に表中の二酸化炭素排出量を乗じるこ

とで、発電方式ごとの二酸化酸素排出削減量を推計できる。 

 

5.3.2 外部性の計算方法 

 次に CO2排出量削減効果を金銭評価する必要がある。本研究では二酸化炭素の排出権取引

における市場価格を用いた。取引相場は常に変動しているため価格は幅を持った値を用い、

最小値と最大値のそれぞれについて計算を行った。本研究の排出権取引価格の値は 2014年

3月時点での二酸化炭素 1tあたり 6000-8000円 15を用いた。 

 後述の余剰分析（5.5.3を参照）で使用するため、CO2排出を外部不経済と捉え、CO2排出

量の削減効果を金銭換算した値を外部不経済削減効果ΔEと定義する。ここでΔEは外部

                         
14 九州電力 HPを参照。 
15 Argus Media（2014）p.16を参照。 
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性 Eの変化分という意味である。本研究では、需要の変動が石油火力発電の範囲のみで起

きているため、石油火力発電に係る二酸化炭素排出量の削減効果をΔEに計上する。 

 

外部不経済削減効果ΔE=－[石油火力発電の二酸化炭素排出量 (g/kWh)× 

    （価格変化後の需要量－価格変化前の需要量）(kWh)] ×排出権取引価格(円/g) 

 

 ここで排出権取引価格は 1gあたりの値に直している。ΔEは 1gあたり排出権取引価格の

最大値（0.008円/g）と最小値（0.006円/g）の 2つを用いて、最大、最小 2通りの値を計

算した。 

 ΔEは最大、最小いずれの場合もショルダーアワー、ピーク時のそれぞれについて計算し、

算出した値を合計した。計算の結果は以下の表にまとめてある。ショルダーアワーについ

ては DRプログラム発動による価格の低下により需要量が増加しているため、その分を補う

電力供給量の増加に合わせて CO2排出量も増加している。ゆえに外部不経済は増大し、便益

に対する影響は負となっている。反対にピーク時では、DR プログラム発動で価格が上昇し

需要量が抑制されるため、CO2の排出量も減少しΔEが便益に対する影響は正となる。 

 表より、DR 普及率 100%の方が 50%の場合よりもショルダーアワーでの負の値が大きくな

る一方、ピーク時での正の値がより大きくなるため、全体として ΔE は最大、最小いずれ

も大きくなっていることが分かる。 

 

 DR普及率 100% 

外部不経済削減効果

ΔE（最大） 8,936,131,115  

ショルダーアワー -5,373,189,560  

ピーク時 14,309,320,675 

外部不経済削減効果

ΔE（最小） 6,702,098,336 

ショルダーアワー -4,029,892,170  

ピーク時 10,731,990,506  

 

 DR普及率 50% 

外部不経済削減効果

ΔE（最大） 4,468,065,558  

ショルダーアワー -2,686,594,780  

ピーク時 7,154,660,337  

外部不経済削減効果

ΔE（最小） 3,351,049,168  

ショルダーアワー -2,014,946,085  

ピーク時 5,365,995,253  

単位：円 

 



 20 

5.4 価格設定 

 

                      単位：円/kWh 

図 5：DRプログラムにおける価格設定の概要図 

 

 本研究では、DRプログラムにおける電力価格を図 5のように設定した。ここでの電力価

格は電力料金のうち使用量に応じて変化する従量料金部分を想定しており、本研究では電

力量 1kWhあたりの価格と定義する。DRプログラム発動日のピーク時とショルダーアワーの

電力価格をまとめると、以下の表の通りになる。 

 

 8-13時 13-17時 17-22時 

通常時 19.79 23.95 19.79 

DRプログラム発動時 17.94 32.50 17.94 

                     単位：円/kWh 

 以下の小節では、上記の表のように設定した理由と手法を述べていく。 

 

5.4.1 DRプログラムにおけるピーク時電力価格の設定 

 本研究の DR プログラムにおけるピーク時電力価格𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶は、ピーク電源である石油火力の

長期限界費用（LTMC）の最大値に等しい 32.50 円/kWh とした。長期限界費用の定義より、
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この価格は変動費用のみならず固定費用も含んだ 1kWhあたりの限界費用である。通常、電

力価格は長期限界費用を下回ることが多く、発電するごとに固定費用分の赤字が発生して

いる 16。そのため DR プログラムにおいてピーク時電力価格を長期限界費用に等しい価格に

設定することにより、通常時に発生しているピーク電源の固定費用分の赤字をある程度回

収できると見込まれる。ピーク時電力価格を長期限界費用よりも高く設定し、さらに多く

の赤字分を回収することも可能であるが、価格を高く設定し過ぎると消費者余剰及び生産

者余剰が減少し、通常時と比べて死荷重が発生してしまう。そのため、本研究ではピーク

時価格𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶を長期限界費用と等しい価格に設定した。一方で DR プログラムに参加しない場

合、家計が直面するピーク時電力価格𝐶𝐶𝑃𝑃は 23.95 円/kWh であるとした。これは本稿 5.1.2

でピーク需要曲線の導出に用いた価格である。 

 

5.4.2 DRプログラムにおけるショルダーアワー電力価格の設定 

 DRプログラムにおけるショルダーアワーの電力価格は、DRプログラムに参加する場合に

家計が支払う電力料金の合計が参加しない場合の電気料金の合計とほぼ同額以下となるよ

うに設定する。DRプログラムに参加しない場合のショルダーアワーの電力価格𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆は通常時

の 19.79 円/kWh であるが（導出方法は本稿付録３を参照）、DR プログラムに参加した場合

のショルダーアワーの電力価格𝐶𝐶∗は𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶、𝐶𝐶𝑃𝑃、𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆を元に設定する。DRプログラムに含まれ

ないオフピーク時（22-8 時）を無視すると、DR プログラム発動日において家計が DR プロ

グラムに参加していた場合と参加していない場合の 1 日の電気料金の合計はそれぞれ以下

のように表される。 

 

  ①（DRプログラムに参加した場合の 1日の電気料金合計）= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝑥𝑥𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐶𝐶∗ × 𝑥𝑥𝑝𝑝∗ ×

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 

 ②（DRプログラムに参加しない場合の 1日の電気料金合計）= 𝐶𝐶𝑃𝑃 × 𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝑥𝑥𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 ×

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 

 

 ここでは𝑥𝑥𝑃𝑃を𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶、𝐶𝐶∗、𝐶𝐶𝑃𝑃、𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆のそれぞれの場合における個別需要量（kWh）とす

る（ピーク時は本稿 5.1.3（2）②、ショルダーアワーは本稿 5.1.3（1）②を参照）。それ

ぞれの価格𝐶𝐶から個別需要量𝑥𝑥𝑃𝑃を求め、上の等式に代入する。また、𝑇𝑇𝑃𝑃をピーク時となる時

間数の合計、𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆をショルダーアワーとなる時間数の合計とし、本研究ではそれぞれ 4時間、

10 時間とする。ここで、𝐶𝐶∗と𝑥𝑥𝑝𝑝∗だけが未知数として残る。①式において、𝐶𝐶∗ = 17.94と設

                         
16 金本（2002）「電力市場設計の経済学：メモ」p.9を参考にした。 
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定すると 1日の電気料金合計は 162.58円となり、②式の合計 163.07円を下回る。𝐶𝐶∗ = 17.94

は DR普及率 100%の場合に 2016年から 2035年までの社会的余剰（SS, Social Surplus）の

変化分ΔSSを正にする最低値に近く、𝐶𝐶∗がこれを下回ると DRプログラムを実施する利点が

なくなるため、𝐶𝐶∗をこれ以上引き下げることができない（本稿 7.2で後述）。よって、本研

究では𝐶𝐶∗を 17.94円/kWhと設定する。 

 

5.5 余剰分析 

5.5.1 残余需要曲線 

 余剰分析では、最終的に DRプログラムによる変化分のみに着目するため、DRプログラム

によって需要を変化させる家計、すなわちスマートメーターを導入した上で DRプログラム

に参加する家計をその他の需要家から切り離して考える必要がある。本研究では、本稿

5.1.3で求めたピーク需要曲線、必須需要曲線の個別需要関数をそれぞれピーク時、ショル

ダーアワーの個別需要関数と見なし、各年で DRプログラムに参加している世帯数分だけ個

別需要関数を集計して DRプログラムに参加する世帯の需要曲線を求めた。このように本研

究では個別需要関数の集計により DRプログラムに参加する世帯の需要曲線を求めているが、

見方を変えるとこの需要曲線を電力市場全体の需要曲線からその他の需要家の需要量を差

し引いた残余需要曲線と考えることもできる。 

 以下、DRプログラムに参加する世帯の需要曲線を残余需要曲線と見なし、図 6と図 7を

通じてこの曲線の電力市場における位置付けを示す。ピーク時とショルダーアワーで対象

とする需要曲線の形状は異なるが、手順は共通である。以下では簡便化のため、九州電力

が供給した電力は家計以外、スマートメーター未導入世帯、DRプログラム非参加世帯、DR

プログラム参加世帯の順に需要を補っていくものとする。 
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図 6：九州地方における電力市場の全体図 

 

              

図 7：DR参加世帯の需要曲線導出過程図 
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 まず、図 6の全体需要曲線 Dから家計以外の需要家（企業など）による一定の需要量 Xf

を差し引いた後の残余需要は、原点を Xfとした図 7の左上の図では家計全体の残余需要曲

線として表される。この時点で、電力需要量（供給量）はミドル電源である LNG火力発電

に達しており、残りの需要はミドル電源あるいはピーク電源で補わなくてはならないとい

うことが判明している。家計全体の残余需要曲線からさらにスマートメーター未導入世帯

の価格𝐶𝐶における需要量 Xnを差し引いた後の残余需要も同様に、原点を Xf+Xnとするその

次の右上の図ではスマートメーター導入世帯の残余需要曲線として表される。そこからさ

らに DR非参加世帯の需要量 Xsnを差し引いて求めた残余需要が、最後の下の図における DR

参加世帯の需要曲線 Dsdとなる。DRプログラムの発動により需要量は Dsdに沿って変化す

るが、既に需要はピーク電源（石油火力）に達しているため、価格が大きく変動したとし

ても需要量の減少によってピーク電源からミドル電源への代替は起きない。 

 

5.5.2 総余剰の変化 

（1）ピーク時における総余

剰の変化 

 

 

 

 

 

 

 

図 8：ピーク時における余剰の変化前（左）と変化後（右） 

 

 DRプログラム発動によるピーク時の余剰の変化は上の図 8のように表される。影響を受

けるのは DRプログラムに参加している世帯のみであるため、ここで参照する需要曲線は DR

参加世帯の需要曲線 Dsdである。 

 DRプログラムが発動しない場合、図 8の左図のようにピーク時の生産者余剰は負となっ

ている。これは、長期限界費用 LTMC（ここでは𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶に等しい）が価格𝐶𝐶𝑃𝑃を上回り、固定費

用分の赤字が発生しているためである。よって、価格変化前の総余剰（TS, Total Surplus）

は正の消費者余剰と負の生産者余剰を足し合わせたものとなる。一方で、DRプログラムの
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発動により価格が𝐶𝐶𝑃𝑃から 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶に上昇すると、総余剰は図 8の右図のように変化する。ここ

では価格が上昇して長期限界費用 LTMCと等しい水準の𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶となるため、生産者余剰は０に

なる。消費者余剰は価格上昇により減少するが、総余剰は生産者余剰が非負となったこと

により全体として増加する。その総余剰の増加分を

表したのが以下の図 9である。 

 

 

 

 

 

 

図 9：ピーク時における総余剰の増加分 

 

（2）ショルダーアワーにおける総余剰の変化 

 

図 10：ショルダーアワーにおける余剰の変化前（左）と変化後（右） 

 

 同様にして、DRプログラム発動日に価格が下がると仮定したショルダーアワーの余剰の

変化も分析できる。ここでも需要曲線は DR参加世帯の需要曲線を用いるが、ピーク時とは

別の需要曲線（必須需要曲線）から導出するため、ピーク時の Dsdとは異なる DR参加世帯

の需要曲線（Dsd’）とする。価格変化前の総余剰はピーク時の場合と同様に正の消費者余

剰と負の生産者余剰の合計である。一方、価格が𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆から𝐶𝐶∗に低下すると負の生産者余剰が

大きくなり、消費者余剰は増加するものの全体として総余剰は減少する。総余剰の減少分

は以下の図 11の台形部分として表される。 
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図 11：ショルダーアワーにおける総余剰の減少分 
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5.5.3 社会的余剰の変化分の計算 

 DRプログラムの実施による便益は、社会的余剰（SS, Social Surplus）の変化分ΔSSと

して表される。ΔSSは以下の等式から計算できる（計算結果は(1)(2)の表を参照）。 

 

ΔSS＝ΔTS+ΔE 

 

 ここでΔSS、ΔTS、ΔEはそれぞれ 2016-2035年度の社会的余剰の変化分、総余剰の変

化分、外部不経済削減効果（外部性の変化分）である。ΔTSを求める手順は以下の通りで

ある。まず、1時間あたりの総余剰の変化分をピーク時とショルダーアワーそれぞれに関し

て求める。次にピーク時における 1時間あたりの総余剰にピーク時の時間数を乗じた値を

求め、ショルダーアワーに関しても同様の手順を繰り返して値を求める。その両者の合計

値が 1日あたりの総余剰の変化分となる。それに DRプログラム発動日数を乗じて 1年あた

りの値を求め、20年分足し合わせてΔTSを導出する。ΔEに関しても同様である。 

 

(1) DR普及率１００％の場合 

社会的余剰の変化分ΔSSの最大値（DR普及率 100％）単位：円 

総余剰の変化ΔTS 

-6,650,042,624  

ショルダーアワー 
-12,527,431,28

2  

ピーク時 5,877,388,658  

外部不経済削減効果

ΔE(最大) 8,936,131,115  

ショルダーアワー -5,373,189,560  

ピーク時 14,309,320,675  

社会的余剰の変化

ΔSS（最大） 

 

2,286,088,491 

 

社会的余剰の変化分ΔSSの最小値（DR普及率 100％）単位：円 

総余剰の変化ΔTS 

-6,650,042,624  

ショルダーアワー 
-12,527,431,28

2  

ピーク時 5,877,388,658  

外部不経済削減効果

ΔE(最小) 6,702,098,336  

ショルダーアワー -4,029,892,170  

ピーク時 10,731,990,506  



 28 

社会的余剰の変化

ΔSS（最大） 52,055,712  

 

(2) DR普及率５０％の場合 

社会的余剰の変化分ΔSSの最大値（DR普及率 50％）単位：円 

総余剰の変化ΔTS 
-3,325,021,312  

ショルダーアワー -6,263,715,641  

ピーク時 2,938,694,329  

外部不経済削減効果

ΔE(最大) 4,468,065,558  

ショルダーアワー -2,686,594,780  

ピーク時 7,154,660,337  

社会的余剰の変化

ΔSS（最大） 1,143,044,245  

 

社会的余剰の変化分ΔSSの最小値（DR普及率 50％）単位：円 

総余剰の変化ΔTS 
-3,325,021,312 

ショルダーアワー -6,263,715,641  

ピーク時 2,938,694,329  

外部不経済削減効果

ΔE(最小) 3,351,049,168  

ショルダーアワー -2,014,946,085  

ピーク時 5,365,995,253  

社会的余剰の変化

ΔSS（最小） 26,027,856  

 

 表の結果より、DR参加世帯の需要曲線（本稿 5.5.1を参照）の形状の違いから、より曲

線の傾きが緩やかな DR普及率 100%の場合、50%の場合と比較してΔTSの負の値が大きくな

っていることが分かる。一方で、その分 DR普及率 100%の方が DRプログラム発動による需

要量の変動も大きくなるため、ピーク時の外部不経済削減効果もより高くなり、ΔEが普及

率 50%の場合より最大、最小いずれも大きくなっている。 

 結果として、CO2排出権取引価格が最大、最小のいずれの値をとる場合でも外部不経済削

減効果ΔEが比較的大きくなるために DR普及率 100%の方が 50%の場合よりも社会的余剰の

変化ΔSSが大きくなっている。 
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6. 結果 

 

 以下にこれまでの推計結果を統合して作成した費用便益項目表を掲載する。 

 

6.1  ベストケース（Best Case） 

6.1.1 DR普及率が 100%の場合の累積純便益 

ベストケースの費用便益項目表（DR普及率 100％）単位：円 

便益 費用 

総余剰の変化ΔTS 
-6,650,042,624 

スマートメーター導

入による費用 101,645,737,897 

外部不経済削減効果

ΔE（最大） 8,936,131,115 
  

  

スマートメーター導

入による便益 137,207,604,761 
  

  

        

便益合計 139,493,693,252 費用合計 101,645,737,897 

純便益(B-C) 37,847,955,355 

 

6.1.2 DR普及率が 50%の場合の累積純便益 

ベストケースの費用便益項目表（DR普及率５0％）単位：円 

便益 費用 

総余剰の変化ΔTS 
-3,325,021,312  

スマートメーター導

入による費用 101,645,737,897 

外部不経済削減効果

ΔE（最大） 4,468,065,558  
  

  

スマートメーター導

入による便益 137,207,604,761  
  

  

        

便益合計 138,350,649,006  費用合計 101,645,737,897 

純便益(B-C) 36,704,911,109 
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6.2  ベースケース（Base Case） 

6.2.1 DR普及率が 100%の場合の累積純便益 

ベースケースの費用便益項目表（DR普及率 100％）単位：円 

便益 費用 

総余剰の変化ΔTS 
-6,650,042,624  

スマートメーター導

入による費用 101,645,737,897 

外部不経済削減効果

ΔE（最小） 6,702,098,336  
  

  

スマートメーター導

入による便益 137,207,604,761  
  

  

        

便益合計 137,259,660,473  費用合計 101,645,737,897 

純便益(B-C) 35,613,922,576   

 

6.2.2 DR普及率が 50%の場合の累積純便益 

ベースケースの費用便益項目表（DR普及率５0％）単位：円 

便益 費用 

総余剰の変化ΔTS 
-3,325,021,312  

スマートメーター導

入による費用 101,645,737,897 

外部不経済削減効果

ΔE（最小） 3,351,049,168  
  

  

スマートメーター導

入による便益 137,207,604,761  
  

  

        

便益合計 137,233,632,617  費用合計 101,645,737,897 

純便益(B-C) 35,587,894,720 

 

 100%、50%の各 DR普及率において、ベストケースが純便益（B-C）の最高値であり、ベー

スケースが最低値である。 
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 全体としてベストケース、ベースケースのいずれにおいても DR普及率が 100%、50%いず

れの場合も純便益は正となる。ただし DR普及率が 50%である時、100%の場合よりも純便益

はベストケースで約 11億円、ベースケースで約 2600万円小さくなる。 

 

6.3  損益分岐年度 

 

図 12：2016年から 2035年までの累積純便益と損益分岐年度 

 

 DRプログラムを実施せず、スマートメーター導入の直接の便益と費用で見る場合、2016

年度から 2035年度までの累積純便益は 2029年度に正となる。すなわち、スマートメータ

ーの本格導入が開始する 2016年度から数えて 14年目にスマートメーター導入の費用が回

収されることになる。 

 本研究では、DRプログラムを実施することにより、この投資回収年数が短縮できないか

独自に DRプログラムを設定して計算を試みた。その結果、CO2排出権取引価格を最大値に設

定した場合、DR普及率 100%、50%いずれの場合も累積純便益が 2028年度に正となり、投資

回収年数を 1年短縮できることが分かった。ただし、DR普及率 50%の方は 2028年度に累積

純便益が辛うじて正となっているのみであり、CO2排出権取引価格をさらに低く設定すれば

50%の普及率では投資回収年数を短縮できないことになる。ゆえに DR普及率の向上は DRプ

ログラムの効果を最大限に発揮するために重要な政策課題である。  
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7. 考察 

 

7.1  DRプログラムの実施効果 

 本稿 6.3の結果にある通り、本研究で設定した DRプログラムでは、CO2排出権取引価格を

最大に見積もった場合、100%、50%いずれの DR普及率であっても DRプログラムを実施しな

い場合と比較して投資回収年数を 1年短縮することができた。しかし、DR普及率 50%では

CO2排出権取引価格がさらに低くなった場合、投資回収年数を短縮できない可能性がある。

一方で、DR普及率が 50%よりもさらに低かった場合、仮に CO2排出権取引価格を最大に設定

したとしても投資回収年数を短縮できないと予想される。今回の計算ではいずれの時点に

おいても DR普及率 100%の方が 50%の場合よりも累積純便益が大きくなっているため、DR普

及率は高ければ高いほど望ましいと考えられる。 

 ただし DRプログラム実施により、累積純便益が実施しない場合と比較して大きくなるの

は、社会的余剰の変化分 ΔSS が正となる場合のみである。DR 普及率が 100%であったとし

ても ΔSS が正でない場合、累積純便益は増加することがなく DR プログラム実施は意味を

なさない。ΔSSを正とするには、最初の DRプログラム設計の時点で価格設定に配慮する必

要がある。次の節ではその価格設定の方法について考察する。 

 

7.2  価格設定の効果 

 本研究で設定した DRプログラムを例にとると、計算の結果ショルダーアワーの価格𝐶𝐶∗が

17.94円を下回ると DR普及率が 100%でも社会的余剰の変化分ΔSSは負となることが分か

った。例えば 17.93円という価格では、DR普及率 100%の場合でもΔSSは負となる。そのた

め、17.94円を下回る価格は初めから採用されるべきではない。よって、17.94円が設定し

うる𝐶𝐶∗の最低価格と考えられる。また、𝐶𝐶∗を 17.94円よりも高い価格に設定する時、例え

ば 18円とする場合は 17.94円の時よりも家計にとって DRプログラム参加への障壁は高く

なってしまうと予想される。よって、本研究における DRプログラムに関しては、DR普及率

を最大限に上げるため、ΔSSを正とする下限の値である𝐶𝐶∗=17.94円を採用する。 

 本研究の場合、𝐶𝐶∗=17.94円と設定すると各家計にとって DRに参加する場合の 1日あたり

電気料金の合計が参加しない場合よりも低くなるため、DRプログラムに参加する誘因は十

分にあると考えられる（本稿 5.4.2を参照）。一方で、ΔSSを正にするという制約の下でシ

ョルダーアワーの価格𝐶𝐶∗を設定すると、状況によっては DRプログラムに参加する場合の 1

日あたり電気料金の合計が参加しない場合よりも高くなることがある。そのようなケース

もあることを踏まえ、DRプログラムの参加奨励政策も今後検討される必要がある。 

8. 結論 
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8.1 政策的含意 

 以上を踏まえた上で、政策的含意について考察する。まず、DRプログラム実施の意義は、

ピーク時の需要抑制による CO2排出量削減効果とオフピーク時間帯への需要のピークシフ

トである。本研究では、DR普及率の向上と DRプログラム内の適切な価格設定によりこの 2

つは達成されると示した。 

 本研究では、DR普及率が高いほどピーク時需要が抑制され CO2排出量削減効果が大きくな

り、累積純便益も大きくなっている。特に CO2排出量削減効果（本稿では「外部不経済削減

効果ΔE」）が大きくなり、社会的余剰の変化分ΔSSの金額が正になると、累積純便益も増

加する。その際、CO2排出権取引価格の大きさによっては DRプログラムの実施により投資回

収年数を短縮することも可能である。 

 需要のピークシフトを目標とした DRプログラム内の価格設定の方法の一つとして、本研

究から考えられるものは以下の通りである。まず、DRプログラムにおけるピーク時の価格

は、固定費用も含む長期限界費用と等しい水準に引き上げる。次に、目標とする DR普及率

でΔSSを正とする、通常価格より低いショルダーアワーの電力価格𝐶𝐶∗を求める。ここで、

DR普及率が 100%でもΔSSが負となる価格は棄却した上で、極力参加障壁を低くして普及

率を最大限に高めるため、𝐶𝐶∗はΔSSを正とする下限の値に設定する。その際、DRプログラ

ムに参加する場合の電気料金合計の想定金額が参加しない場合の同額以下となるように注

意する。仮に同額以下とならない場合、他に DRプログラム参加奨励政策を実施することに

より、家計の DRプログラムへの参加を促す必要がある。 

 

8.2 今後の課題 

 以下では本研究における限界と DRプログラムの費用便益分析に関する今後の課題をいく

つか述べる。 

 まず、本研究における限界として、需要関数の形状に結果が左右される点が挙げられる。

今回用いた必須需要曲線は春季と秋季の需要の平均値を用いており、厳密な意味でショル

ダーアワーの需要量のみを表すものではない。また、より正確を期す場合、需要曲線の形

状を年度ごとに変化させる必要がある。加えて供給関数においても、短期及び長期限界費

用の正確な推定は困難である。外部性に関しても二酸化炭素の排出権取引価格に幅がある

という点には注意が必要である。本研究の想定の下ではピーク時価格𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶は 32.50円に設定

し、ショルダーアワーの価格𝐶𝐶∗は 17.94円に設定して DRプログラムを実施することが望ま

しいという結論に至ったが、他の需要・供給曲線・排出権取引価格を用いれば結果は異な

る。 
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 今後の課題として、実際にどの程度の DR普及率を想定することが現実的であるかを検証

する必要がある。今回は 50%、100％の場合しか検証していないため、それ以外の普及率に

関してもより詳しく見る必要がある。また、今回は夏季の場合のみの計算となっているた

め、冬季あるいは通年で DRプログラムを実施した場合、結果がどのように異なるか検証す

る必要がある。加えて、具体的にどのような DRプログラム参加奨励政策が望ましいか、政

策ごとの効果の検証も踏まえて検討されるべきである。 
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付録１：先行研究における費用便益項目表 

  

 DRプログラムの費用便益分析に関する先行研究として、本研究では高山ほか（2011）と

米国カリフォルニア州の電力会社 SCE（Southern California Edison）が 2007年に実施し

た費用便益評価を参考にした。SCE（2007）が使用した費用便益項目表が高山ほか（2011）

に引用されており、その内容は以下の通りである。 

 

 便益 費用 

項目 • 運用面における便益 

• DRと省エネによる便益 

• 設置前に発生する費用 

• AMI・通信設備の購入・設置費用 

• 需要家の料金メニュー・プログラ

ム・サービス関連費用 

• 電力側のシステム導入・運用費用 

• 危機管理費用 

• 導入後の運用費用 

出典：高山ほか(2007)p.2、元は SCE（2007）の AMI費用便益項目（Cost-Benefit Items of 

AMI） 

 

 ここで、AMIは Advanced Metering Infrastructure（先進的計量システム）の略であり、

スマートメーターを主に指していると考えられる。本研究では「DRと省エネによる便益」

を重視し、「運用面における便益」をスマートメーター導入の便益、「需要家の料金メニュ

ー・プログラム・サービス関連費用」を除く費用をスマートメーター導入の費用として一

括りにした。 
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付録２：スマートメーターの効果・費用詳細 

  

 本稿 4章において、社会的割引率 4%を用いて九州電力（2013）資料 p.12の費用と効果の

割引現在価値を年度ごとに計算した結果、以下の表のようになった。 

 

 

         単位：億円 

  

年 効果(2016基準) 費用(2016基準)
2016 26 -95
2017 36.53846154 -106.7307692
2018 44.37869822 -94.30473373
2019 54.22877788 -63.11874147
2020 63.25551014 -58.12668499
2021 69.86380407 -58.35682458
2022 77.45082352 -60.85421848
2023 83.59095945 -54.71408255
2024 87.6828246 -49.68693394
2025 88.52592868 -30.91381637
2026 85.79664944 -27.69813092
2027 83.14635924 -25.33365633
2028 79.94842235 -26.85767313
2029 77.47405711 -21.02009301
2030 74.49428568 -19.63415282
2031 73.29491436 -17.76846409
2032 71.54369554 -16.01724527
2033 65.71177547 -16.94131711
2034 63.67802761 -16.78335611
2035 61.2288727 -16.61248484
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付録３：通常時のオフピーク電力料金の推計 

  

 本稿 5.1.2 より、一日を通しての平均電気料金が 20.616 円/kwh（必須需要）、ピーク時

の電気料金が 23.95円/kwh（ピーク需要）と分かっている。九州電力の 2015年 8月期のデ

ータを確認したところ、ピーク時の使用電力は一日使用電力のうち 19.77%であることが判

明した。2013年のデータがあれば望ましかったが、手に入らなかったため 2015年のデータ

で 

代用を行った。電力の使用率については大きく変わっておらず問題はないと考えられる。 

 以下の式からオフピーク時の電気料金を求めた。 

 

20.616 ∗ X = 23.95 ∗ X ∗ 0.1977 + Pof ∗ X ∗ (1− 0.1977) 

 

X:一日の総使用電力量 

Pof:オフピークの電力料金 

（ショルダーアワーの区別はしておらず、オフピークはピーク以外すべての時間帯を指す） 

 

この計算式を解くと 19.79 円/kwh が得られる。本稿ではこの値を擬似的にショルダーアワ

ーの通常の電力価格𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆とした。 
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付録４：2016年度から 2035年度までの各年度の累積純便益額 

 

 本稿 6.3の図 12の元となる各年度の累積純便益額を表にまとめたものが以下の通りであ

る。 

 

単位：円 
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